
暮
ら
し
の

お
知
ら
せ

Information

●
受
付
日
時
＝
4
月
14
日（
土
）・
15
日

（
日
）　

午
前
9
時
〜
午
後
4
時（
15

日
は
午
後
3
時
ま
で
）

●
場
所
＝
い
ず
み
聖
地
公
園
管
理
事
務

所（
東
和
泉
6
5
5
）

●
募
集
区
画
＝
4
㎡
芝
生
墓
地
1
区

画
、
4
㎡
普
通
墓
地
2
区
画
、
6
㎡

普
通
墓
地
3
区
画

●
申
し
込
み
の
で
き
る
人
＝
住
民
基
本

台
帳
ま
た
は
外
国
人
登
録
原
票
に
登

録
さ
れ
、
市
内
に
1
年
以
上（
4
月

1
日
現
在
）住
ん
で
い
る
人
で
、
親

族
の
焼
骨
を
持
っ
て
い
る
人

●
申
し
込
み
方
法
＝
印
鑑
と
埋
葬
許
可

　

平
成
19
年
度
の
土
地
価
格
等
縦
覧
帳

簿
お
よ
び
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦

覧
と
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
を
市

役
所
2
階
資
産
税
課
で
行
い
ま
す
。

　

希
望
す
る
人
は
、
運
転
免
許
証
や
健

康
保
険
証
な
ど
、
本
人
確
認
で
き
る
も

の
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録

さ
れ
た
価
格
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、

証
を
持
参
し
、
管
理
事
務
所
に
あ
る

所
定
の
用
紙
を
提
出

●
区
画
の
決
定
＝
希
望
区
画
の
申
し
込

み
が
重
複
し
た
場
合
は
、
4
月
15
日

（
日
）午
後
3
時
30
分
か
ら
抽
選
を
行

い
ま
す
。
抽
選
後
、
書
類
審
査
を
行

い
、
使
用
区
画
を
決
定
し
ま
す

●
料
金
＝
永
代
使
用
料
と
管
理
料
を
負

担（
墓
地
は
分
譲
で
な
く
、
永
久
に

お
貸
し
す
る
も
の
で
す
） 

永
代
使
用
料
…
3
0
0
、0
0
0
円

〜
6
3
6
、0
0
0
円（
墓
地
の
種

類
お
よ
び
面
積
に
よ
る
）

管
理
料（
単
年
ま
た
は
6
年
度
分
前

納
の
ど
ち
ら
か
を
選
択
）

芝
生
墓
地
＝
単
年
度
5
、8
8
0
円
、

6
年
度
分
前
納
2
9
、4
0
0
円

4
㎡
普
通
墓
地
＝
単
年
度
3
、3
6
0

円
、
6
年
度
分
前
納
1
6
、8
0
0
円

6
㎡
普
通
墓
地
＝
単
年
度
5
、0
4
0

円
、
6
年
度
分
前
納
2
5
、2
0
0
円

6
区
画
の
受
け
付
け
を

開
始
し
ま
す

課
税
台
帳
に
価
格
な
ど
を
登
録
し
た
旨

の
公
示
の
日
か
ら
納
税
通
知
書
の
交
付

を
受
け
た
日
後
60
日
以
内
に
、
書
面
を

も
っ
て
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
に

審
査
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
18
年
3
月
27
日
の
1
市

2
町
の
合
併
に
よ
り
、
旧
市
町
そ
れ
ぞ

れ
に
固
定
資
産
を
持
っ
て
い
る
人
は
、

課
税
台
帳
が
ま
と
め
ら
れ
、
納
税
通
知

書
が
一
つ
に
な
り
ま
す
。

　

定
期
的
に
し
尿
の
く
み
取
り
を
行
っ

て
い
る
家
庭
で
、
引
っ
越
し
な
ど
で

く
み
取
り
の
必
要
が
無
く
な
る
場
合
に

は
、
早
め
に
環
境
衛
生
課
へ
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
下
総
・
大
栄
地

区
の
人
は
、
北
総
西
部
衛
生
組
合（
☎

0
4
7
8
‐
54
‐
5
1
7
5
、
4
月
か

ら
は
香
取
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
☎

0
4
7
8
‐
78
‐
1
1
8
1
）ま
で
お

願
い
し
ま
す
。

い
ず
み
聖
地
公
園
の
返
還
墓
地

管理の行き届いた墓地

　

下
総
・
大
栄
支
所
で
受
け
付
け
し
て

い
た
休
日
の
戸
籍
の
届
け
出
は
、
3
月

31
日（
土
）を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。

　

4
月
か
ら
休
日
・
時
間
外
の
届
け
出

は
、
市
役
所
地
下
1
階
・
守
衛
室
で
お

願
い
し
ま
す
。

固定資産の縦覧および閲覧
縦　覧 閲　覧

期　間 4月2日（月）～5月1日（火）
（土・日曜日、祝日を除く）

4月2日（月）以降通年
（土・日曜日、祝日を除く）

時　間 午前8時30分～午後5時

内　容

土地・家屋等縦覧帳簿で、
自分の土地や家屋の価格
とほかの土地・家屋の価格
を比較し、評価が適正かど
うか判断できます

自分の土地や家屋について、固定
資産課税台帳に記載された部分を
確認することができます。借地人・
借家人なども使用または収益の対
象となる部分（対価が支払われる
ものに限る）の閲覧ができます

対象者 納税者本人、納税者の委任
状を持参した人、納税管理人

所有者本人、所有者の委任状を持
参した人、納税管理人、借地・借
家人（賃貸借契約書持参）

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課︵
☎

20
︲
1
5
3
1
︶へ
。

固
定
資
産
の
縦
覧
お
よ
び
閲
覧

4
月
2
日
か
ら

資
産
税
課
で

※
く
わ
し
く
は
資
産
税
課︵
☎

20
︲
1
5
1
4
︶へ
。

し
尿
の
く
み
取
り

引
っ
越
し
の
と
き
は

早
め
に
連
絡
を

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課︵
☎

20
︲
1
5
3
1
︶へ
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
課︵
☎
20
︲

1
5
2
5
︶へ
。

支
所
で
の
休
日
の
戸
籍
受
付

4
月
か
ら
は
市
役
所
で

作業日 予定地区 予定時間

4月2日（月）並木町（大久保台・野沢台・成瀬台）地区 午後11時

～

翌午前5時4月3日（火）並木町（成瀬台・日本松）地区

※くわしくは市水道部工務課（☎22-0269）へ。

　水道部では水質維持のため、次のとおり水道水の排水作業を行います。
　予定地区では、一時的に減水・濁りなどが発生することもありますので
ご了承ください。なお、受水槽を使用している場合は、万一に備え適切
な措置をお願いします。

4月の水道水の排水作業日程

広報なりた2007.3.15 12




